
福祉保険部保険年金課

１　令和３年度５定補正予算案

（１） 歳出 （単位：千円）

①

②

③

（２） 歳入 （単位：千円）

①

②

③

④

⑤

令和３年度５定補正予算案の概要

　　補正総額は1億4,420万円の増額となる。

《 主な補正理由 》

【歳出】

 ①保険給付費

　　・年度途中より保険給付費の大きな伸びがみられるため不足見込額を補正

　　　※R3当初予算策定時、新型コロナ影響による受診控えを考慮して推計をしたが、

　　　　見込以上に保険給付費が伸びている。

　　　　　　・一般被保険者療養給付費　　＋1億2,400万円

　　　　　　・一般被保険者療養費　　　　　　　 ＋2,000万円

　　　　　　・審査支払手数料　　　　　　　　　　　　 ＋20万円

 ②、③基金積立金の増額、返還金の減額

　　・令和2年度新型コロナ減免に対する補助金の過大交付分返還として、令和3年

　　　3定補正としていたもののうち、道に対する返還は令和4年度に手続きを行うことと

　　　されたため、返還金を減額し基金積立金に振り替えるもの

区　　分 補正額

保険給付費 144,200

基金積立金 26,713

諸支出金（超過交付額返還金） ▲ 26,713

計 144,200

基金繰入金 12,636

計 144,200

【歳入】

 ①国民健康保険保険料

　　　・新型コロナに係る保険料減免で、4,120万円を減額

　　　・保険料軽減相当額（生保・所得激減等）で、104万7,000円を減額

 ②国庫支出金

　　　・災害等臨時特例補助金（新型コロナ減免分：6割）で、2,472万円を増額

 ③道支出金

　　　・普通交付金（保険給付費増加分）で、1億4,420万円を増額

　　　・特別交付金（新型コロナ減免分：4割）で、1,648万円を増額

 ④一般会計繰入金

　　　・決算見込額により1,158万9,000円を減額

　　　・基盤安定負担金過年度過大交付分(R元・R2分)返還分で397万8,000円を

　　　 減額（一般会計へ戻す）

　　　　　→一般会計より国及び道へ返還（国198万9,000円、道99万4,000円）

　　　　　　【参考】会計検査院による250市町村調査のうち、111市町村が算定ミス

 ⑤基金繰入金

　　　・国保特会収支不足分で、1,263万6,000円を増額

国庫支出金 24,720

道支出金 160,680

一般会計繰入金 ▲ 11,589

区　　分 補正額

国民健康保険料（一般） ▲ 42,247

国民健康保険事業特別会計
資料①
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（単位：千円）

Ａ－Ｂ Ａ／Ｂ

（％）

1 総務費 380,843 380,843 0 0.00

2 保険給付費 10,452,600 10,308,400 144,200 1.40
一般被保険者療養給付費（+124,000）
一般被保険者高額療養費（+20,000）
審査支払手数料        （+200）

3 国保事業費納付金 2,754,724 2,754,724 0 0.00

4 共同事業拠出金 5 5 0 0.00

5 財政安定化基金拠出金 3 3 0 0.00

6 基金積立金 95,181 68,468 26,713 39.02 基金積立金（+26,713）

7 諸支出金 36,595 63,308 ▲ 26,713 ▲ 42.20 超過交付額返還金（▲26,713）

8 予備費 1,000 1,000 0 0.00

13,720,951 13,576,751 144,200 1.06

（単位：千円）

Ａ－Ｂ Ａ／Ｂ

（％）

1 国民健康保険料 1,638,122 1,680,369 ▲ 42,247 ▲ 2.51 保険料減免分（ ▲1,047）
コロナ減免分（▲41,200）

2 国庫支出金 24,720 0 24,720 災害等臨時特例補助金（コロナ減免分）（+24,720）

3 道支出金 10,634,761 10,474,081 160,680 1.53
普通交付金（+144,200）
特別調整交付金（コロナ減免分）（+16,480）

4 財産収入 154 154 0 0.00

5 繰入金 1,281,416 1,293,005 ▲ 11,589 ▲ 0.90

保険基盤(▲3,453)、保険者支援(▲12,656)
財政安定化(+5,211）、出産育児一時金（+2,240）
保険料減免(+1,047)
基盤安定過年度過大交付分(▲3,978)

6 繰越金 124,122 124,122 0 0.00

7 諸収入 5,020 5,020 0 0.00

13,708,315 13,576,751 131,564 0.97

-12,636

↑

基金繰入額

令和3年度  国保特別会計予算内訳（給付費＋事務費)　

令和4年1月31日現在

区分 款
R3　5定補正

予算 Ａ
R3　3定補正

予算 B

増　減

説　　　　　　　明

歳出

計

区分 款
R3　5定補正

予算 Ａ

増　減

説　　　　　　　明

歳入

計

    歳入－歳出

R3　3定補正
予算 B
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〇一般会計繰入金の減 ▲12,636
・保険基盤 ▲3,453

・保険者支援 ▲12,656

・財政安定化 ＋5,211

・出産育児 ＋2,240

・基盤安定過大交付 ▲3,978



                 　　　　　　　　　　　　　　　令和４年度当初予算案の概要

（１） 歳出 （単位：千円）

①

②

③

④

⑤

⑤

⑥

⑦

　

（２） 歳入 （単位：千円）

①

②

③

④

⑤

（繰入金のうち、一般会計繰入金の内訳） （単位：千円）

令和４年度予算案は、歳出・歳入それぞれ 137億788万6,000円で、３年度と比較し 2億5,527万円の増となる。

 《 主な増減理由 》

【歳出】

 ①総務費

　・一般管理費

　　職員給与増により

　　＋159万円（一般財源ベースで198万円）

　・賦課徴収費

　　特別徴収員能率給の減等により▲52万円

　　（一般財源ベースで▲29万円）

　・保健事業費（別紙１）

　　特定健診事業にて被保険者数の減、みなし健診

　　増による委託料減を見込む一方、保健事業推進

　　事業費（保健指導事業）等で特別交付金獲得

　　（ヘルスアップC）、委託料増

　　＋77万円（一般財源ベースで▲129万円）

 ②保険給付費

　・新型コロナ影響による受診控え回復を踏まえ、

　＋2億5,815万円（+2.5％）

 ③国保事業費納付金

　・1/17（月）に通知された確定係数にて計上

科　　目
R4当初予算

（Ａ）

R3当初予算

（Ｂ）

前年度比較

（Ａ）－（Ｂ）

保険給付費 10,566,545 10,308,400 258,145 (2.5%)

総務費 382,690 380,843 1,847 (0.5%)

国保事業費納付金 2,723,325 2,754,724 ▲ 31,399 （▲ 1.1%)

共同事業拠出金 5 5 0 (0.0%)

財政安定化基金拠出金 0 3 ▲ 3 （▲ 100.0%)

基金積立金 108 134 ▲ 26 （▲ 19.4%)

諸支出金 34,213 7,500 26,713 (356.2%)

予備費 1,000 1,000 0 (0.0%)

計 13,707,886 13,452,609 255,277 (1.9%)

【歳入】

 ①国民健康保険料（別紙２）

　・道の保険料統一（令和12年度）に向けて、

　賦課割合を変更

　 ※詳細は4頁

　

 ②道支出金

　・歳出の保険給付費と同額が道支出金（普通

  分）として交付されるため、連動して増加

 ④繰入金

　・R4年度より未就学児の均等割額の1/2軽減

　スタート（国1/2、道1/4、市1/4）

　・基金繰入金はR4も保険料激変緩和分として

　5,000万円を投入（R3は1億円）

科　　目
R4当初予算

（Ａ）

R3当初予算

（Ｂ）

前年度比較

（Ａ）－（Ｂ）

国民健康保険料 1,675,557 1,680,369 ▲ 4,812 （▲ 0.3%)

道支出金 10,763,733 10,474,081 289,652 (2.8%)

財産収入 108 134 ▲ 26 （▲ 19.4%)

繰入金 1,263,488 1,293,005 ▲ 29,517 （▲ 2.3%)

諸収入 5,000 5,020 ▲ 20 （▲ 0.4%)

計 13,707,886 13,452,609 255,277 (1.9%)

区　　分
R4当初予算

（Ａ）

R3当初予算

（Ｂ）

前年度比較

（Ａ）－（Ｂ）

一

般

会

計

繰

入

金

保険基盤安定化分 473,400 476,700 ▲ 3,300 （▲ 0.7%)

保険者支援分 231,640 244,296 ▲ 12,656 （▲ 5.2%)

未就学児均等割軽減分 2,593 0 2,593

国保財政安定化支援分 189,451 184,240 5,211 (2.8%)

出産育児一時金 15,400 13,160 2,240 (17.0%)

事務費 207,606 207,184 422 (0.2%)

計 1,120,090 1,125,580 ▲ 5,490 （▲ 0.5%)

〔参考：一般被保険者〕
①被保険者数 22,391人（対R３当初 ▲921人 (▲3.95ポイント））

※新型コロナによる被保険者数への影響は薄れつつある。団塊の世代が75歳に到達し始め、減傾向が続く
②一人当たり費用額（療養給付費） 540,294円 （対R３当初 ＋30,551円 （＋5.99ポイント））

※新型コロナ影響による受診控え回復、国保被保険者における65歳～74歳割合増による
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【前提】

　　〇ヘルスアップ補助金・・・保健事業の向上に活用するために交付される補助金（10/10）

　　　　　国保ヘルスアップ事業B　　上限額1,600万円

　　　　　国保ヘルスアップ事業C　　上限額2,025万円 （効果的なモデル事業）→R4はCを獲得予定

　　〇道交付金・・・市町村が行う保健事業（医療費適正化対策事業等）において交付される交付金（10/10）

　　　　※特定健診の実施率向上に関する事業は、上限額400万から1,200万に増額

１　 特定健康診査等事業（抜粋）

【現状】

　　＜小樽市特定健診の受診率＞

（２）　特定保健指導業務

２  保健指導等事業費（抜粋）

（１）　糖尿病性腎症重症化予防事業

３   保健事業推進事業費（医療費分析経費）

（１）　特定健診受診率向上事業

保健事業について

　 ・小樽市の特定健診受診率は、H30年度及びR元年度で全国下位1％だが、R２年度は早期受診キャンペーン等により、
  　  5ポイント以上上昇。

　 ・受診率は保険者努力支援制度（補助金）において受診率が評価され、場合によっては交付金の減額対象となる。

　 ・医療機関通院中の人が多いため、医療上のデータを受領し健診受診とみなす「みなし健診」活用が効果的

　 ・健康寿命の延伸、医療費適正化、国保特会収支改善のため受診率向上は喫緊の課題

　  ・＜拡大＞利用率向上のため、特定保健指導利用者に対し、健康グッズを贈呈。

　   ・＜継続＞１０月までの早期受診者全員及び11月以降の受診者から毎月抽選で20名に1,000円分のQUOカードを進呈。

     ・＜新規＞早期受診者及び未受診者にアンケートを実施。回答者から抽選で健康グッズを贈呈。

　   　※　アンケートは、受診者はQUOカード送付案内文、未受診者は未受診勧奨通知にそれぞれQRコードを掲載、
　 　　　 ホームページでの回答のため、アンケート返送料はかからない。健康グッズ費用及び郵送料、計33,000円は
　 　　　特財措置あり(道交付金)

     ・＜新規＞北海道及び北海道国保連合会のデータ受領（みなし健診）モデル事業に参加
　　   健診の欠損項目追加検査を含んだ情報提供料として単価2,750円→3,000円に増額、医療機関からの健診結果の
　　   受理促進を図る

　　    ※　医療機関への委託料は特財措置あり（道交付金）、みなし健診結果受領及び入力作業は北海道国保連合会が実施

　  　※　R3年度より参加しているが、R4年度は架電による保健指導のための予算措置が必要となる。

　　  ※　健康グッズ費用及び郵送料、計約45万円は特財措置あり(道交付金)

　　「保健事業推進費（健康相談・訪問指導事業）」と「糖尿病性腎症重症化予防事業費」を、「保健指導等事業費」へ 統合。

  　・＜新規＞厚労省の大規模実証事業において費用負担発生

　  　※　未受診者・中断者への受診勧奨などの事業を国の費用で実施・検証。

　 ・＜新規＞令和５年度の「第３期データヘルス計画」の策定に向け、効果的かつ効率的な保健事業を実施できるよう、
　  　データ分析から医療費の抑制に繋がる健康課題の抽出等を委託

　　  ※特財措置あり（ヘルスアップ補助金）

　  　※　実証事業参加によりヘルスアップCの獲得が確約されており、上記予算措置分を賄うことが可能。

（２）　生活習慣病重症化予防

（３）　健康相談・訪問事業

- ２ -

小樽市
受診者に占め

るみなし健診

割合(再掲)
道平均 国平均

H30年度 20.0% 4.8% 29.5% 37.9%
R1年度 19.6% 10.6% 28.9% 38.0%
R2年度 24.9% 9.6% 27.0% －

特定健診
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保険料

①保険料率賦課割合の見直し

　　　※標準保険料率に近づけることによる影響

・所得割を下げ、均等割・平等割を上げることにより、中高所得者の保険料が下がり、低所得者の保険料が上がることになる。

・均等割・平等割には低所得者に対する２割・５割・７割の軽減措置があるため、均等割・平等割の割合を上げることにより、



　軽減対象額も大きくなる。

　→軽減対象額分は国の基盤安定交付金及び一般会計繰入金（交付税措置有り）で補填されるため、　結果として

　　 国保全体の保険料負担額は減ることになる。

②保険料率 ③保険料額（予算計上額）

　　【１人当たり保険料の比較（医療・後期・介護合計）】 【１世帯当たり保険料の比較（医療・後期・介護合計）】

　⇒

・北海道国保運営方針により、令和12年度までに段階的に標準保険料率に近づける必要あり。

④一人当たり保険料（医療・後期：一般分、介護：一般+退職）

⑤賦課限度額の見直し

　令和4年1定にて条例改正し、賦課限度額は4年度に医療分2万円、後期分1万円引き上げる（法定賦課限度額と同額）

単位：万円

区　分
国（法定賦課限度額） 小樽市国保

2年度 3年度

102 （+3）

※( 　)内数字は前年度との比較

4年度 2年度 3年度 4年度

医療・後期・

介護の合計
99 （+3） 99 （±0） 102 （+3） 96 （+3） 99 （+3）

124,845 128,966

112,479

117,432

110,000

115,000

120,000

125,000

130,000

R元

当初予算

R2

当初予算

R3

当初予算

R4

当初予算

91,751

95,279

83,478

87,986

80,000

85,000

90,000

95,000

100,000

R元

当初予算

R2

当初予算

R3

当初予算

R4

当初予算

-

（円）

（円）

（円）

◎賦課割合を「４７：３１：２２」→「４５：３２：２３」に変更

※賦課割合については令和４年第１回定例会で条例改正予定

◎保険料引き下げのため、１億４，３３９万円の基金を投入

うち激変緩和分５，０００万円（昨年度は１億円）

※国民健康保険事業運営基金の状況(5P)

- 3 -

別紙２



令和4年度予算 国民健康保険料の試算（年額保険料の目安）　

※ この表は、世帯の中の一人だけに所得があるものと仮定して試算しています。また、世帯の構成などにより実際の保険料と異なる場合があります。

※ 所得が給与以外の方は、確定申告書等の所得金額を表の「所得」欄に当てはめて御覧ください。 1人当たり保険料

※ 「医療費＋支援金分」の欄は３９歳までの方の保険料を、「医療分＋支援金分＋介護分」の欄は４０歳から６４歳までの方の保険料を掲載しています。 87,986 円

※ 「医療分＋支援金分＋介護分」の欄は、「１人世帯」、「２人世帯」の場合は、世帯全員が４０歳から６４歳と仮定し、「３人世帯」、「４人世帯」の場合は、

世帯に４０歳～６４歳の方が２名いるものと仮定して保険料を試算しています。

金額単位：円

均・平
軽減
割合

医療分
＋

支援金分

対R3
確定
賦課

医療分＋支援金分
＋介護分

対R3
確定
賦課

均・平
軽減
割合

医療分
＋

支援金分

対R3
確定
賦課

医療分＋支援金分
＋介護分

対R3
確定
賦課

均・平
軽減
割合

医療分
＋

支援金分

対R3
確定
賦課

医療分＋支援金分
＋介護分

対R3
確定
賦課

均・平
軽減
割合

医療分
＋

支援金分

対R3
確定
賦課

医療分＋支援金分
＋介護分

対R3
確定
賦課

98万円以下 43万円 7割 17,950 1,470 21,800 1,980 7割 26,670 2,170 32,640 2,920 7割 35,380 2,850 41,350 3,600 7割 44,090 3,530 50,060 4,280

100万円 45万円 5割 32,440 2,420 39,440 3,320 5割 46,960 3,560 57,500 4,880 5割 61,480 4,700 72,020 6,020 5割 76,000 5,840 86,540 7,160

120万円 65万円 5割 57,440 2,020 70,240 3,520 5割 71,960 3,160 88,300 5,080 5割 86,480 4,300 102,820 6,220 5割 101,000 5,440 117,340 7,360

140万円 85万円 2割 100,390 3,090 122,840 5,700 5割 96,960 2,760 119,100 5,280 5割 111,480 3,900 133,620 6,420 5割 126,000 5,040 148,140 7,560

160万円 105万円 - 137,380 3,680 168,200 7,220 2割 148,630 4,530 182,540 8,400 5割 136,480 3,500 164,420 6,620 5割 151,000 4,640 178,940 7,760

180万円 118万円 - 153,630 3,420 188,220 7,350 2割 164,880 4,270 202,560 8,530 5割 152,730 3,240 184,440 6,750 5割 167,250 4,380 198,960 7,890

200万円 132万円 - 171,130 3,140 209,780 7,490 2割 182,380 3,990 224,120 8,670 2割 205,610 5,810 247,350 10,490 5割 184,750 4,100 220,520 8,030

250万円 167万円 - 214,880 2,440 263,680 7,840 - 243,920 4,720 299,800 10,960 2割 249,360 5,110 301,250 10,840 2割 272,590 6,930 324,480 12,660

300万円 202万円 - 258,630 1,740 317,580 8,190 - 287,670 4,020 353,700 11,310 - 316,710 6,300 382,740 13,590 2割 316,340 6,230 378,380 13,010

350万円 237万円 - 302,380 1,040 371,480 8,540 - 331,420 3,320 407,600 11,660 - 360,460 5,600 436,640 13,940 2割 360,090 5,530 432,280 13,360

400万円 276万円 - 351,130 260 431,540 8,930 - 380,170 2,540 467,660 12,050 - 409,210 4,820 496,700 14,330 - 438,250 7,100 525,740 16,610

450万円 316万円 - 401,130 -540 493,140 9,330 - 430,170 1,740 529,260 12,450 - 459,210 4,020 558,300 14,730 - 488,250 6,300 587,340 17,010

500万円 356万円 - 451,130 -1,340 554,740 9,730 - 480,170 940 590,860 12,850 - 509,210 3,220 619,900 15,130 - 538,250 5,500 648,940 17,410

550万円 396万円 - 501,130 -2,140 616,340 10,130 - 530,170 140 652,460 13,250 - 559,210 2,420 681,500 15,530 - 588,250 4,700 710,540 17,810

600万円 436万円 - 551,130 -2,940 677,940 10,530 - 580,170 -660 714,060 13,650 - 609,210 1,620 743,100 15,930 - 638,250 3,900 772,140 18,210

650万円 476万円 - 601,130 -3,740 739,540 10,930 - 630,170 -1,460 775,660 14,050 - 659,210 820 804,700 16,330 - 688,250 3,100 833,740 18,610

700万円 520万円 - 656,130 -4,620 807,300 11,370 - 685,170 -2,340 843,420 14,490 - 714,210 -60 872,460 16,770 - 743,250 2,220 901,500 19,050

給与
収入

所得

＊令和4年度賦課限度額　：　医療分65万円、後期支援金分20万円、介護分17万円 （介護有り合計：102万円　介護無し合計：85万円）

４人世帯

給
　
　
　
与

①６４歳以下の「年金収入」以外の給与収入がある場合
令和４年４月から令和５年３月の年額保険料の試算です。保険料は毎年６月に決定し、６月から翌年３月までの１０回払いです。

令和3年中の
給与収入

令和3年中
の所得

１人世帯 ２人世帯 ３人世帯

◎賦課限度額到達所得
6,898,000

8,848,000

6,898,000

8,848,000

6,629,200

8,588,000

6,162,100

8,069,000

6,162,100

8,069,000

6,395,200

8,328,0008,588,000

6,629,200

8,328,000

6,395,200

賦課割合45:32:23

（基金5千万円投入）

-
4 

-

保険料試算



小樽市国民健康保険事業運営基金の状況

基金残高
　　　　（円）

520,093,962

520,102,938

552,447,595

443,762,561

443,764,092

512,078,577

215,340,518

163,865,518

156,865,518

説　明

令和2年3月27日

利息積立金
  （元金 540,289,171円×0.010％×301/365日）＋（元金79,756,522円×0.010％×170/365日）
　＝44,555円＋3,714円＝48,269円（積立）

繰入金（令和元年度当初予算計上）
　保険料激変緩和のための繰り入れ　▲100,000,000円（取崩し）

令和4年3月末 358,738,518

利息積立金
  （元金 443,764,092円×0.002％×302/365日）＋（元金68,314,485円×0.002％×160/365日）
　＝7,343円＋598円＝7,941円（積立）Ａ

繰入金（令和3年度当初予算計上）
　前期高齢者交付金等精算分　　　　　　　　▲29,317,000円
　財政安定化基金積立分（H30道取崩分） 　　▲16,075,000円
　財政安定化基金積立分（R1道取崩分）　　　▲15,433,000円
　保健事業拡大分　   　　　　　　　　　　　▲6,600,000円
　保険料激変緩和分　　　　　　　　　　 　▲100,000,000円
　小  計　　　　　　　　　　　　　　 　  ▲167,425,000円　Ｂ

新規積立金（超過交付額返還金令和3年度→令和4年度のため振替：令和3年5定）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26,713,000円（積立） Ｃ

繰入金（国保特会収支不足分：令和3年5定）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▲12,636,000円　Ｄ

積立金　年度計（Ａ＋Ｃ）　　　　　　　　　　26,720,941円　①
繰入金　年度計（Ｂ＋Ｄ）　　　　　　　　 ▲180,061,000円　②
                                         ▲153,340,059円　①＋②

令和2年5月29日
利息積立金
  元金 520,093,962円×0.010％×63/365日＝ 8,976円（積立）

令和2年10月9日
新規積立金（令和2年3定）
　令和元年度繰越金等 32,344,657円（積立）

令和3年3月29日

利息積立金
  （元金 520,102,938円×0.002％×304/365日）＋（元金32,344,657円×0.002％×170/365日）
　＝8,663円＋303円＝8,966円（積立）

繰入金（令和2年度当初予算計上）
　前期高齢者交付金等精算分　　　　　　　　▲29,317,000円
　財政安定化基金積立分（H30道取崩分） 　　▲16,287,000円
　退職分納付金精算分　　　　　 　　　　　　▲7,215,000円
　保健事業拡大分　   　　　　　　　　　　　▲5,500,000円
　小  計　　　　　　　　　　　　　　　　  ▲58,319,000円　Ａ

繰入金（国保特会収支不足分：令和2年5定）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▲50,375,000円　Ｂ
繰入金　年度計（Ａ＋Ｂ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　▲108,694,000円

令和3年5月13日
利息積立金
  元金 443,762,561円×0.002％×63/365日＝ 1,531円（積立）

令和3年10月8日
新規積立金（令和3年3定）
　令和2年度繰越金等 68,314,485円（積立）

【想定】
令和6年度末
（令和7年3月）

繰入金（想定）
　保健事業拡大分　   　　　　　　　　　　　▲7,000,000円
　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ▲7,000,000円

【想定】
令和4年度末
（令和5年3月）

繰入金（令和4年度当初予算計上）
　超過交付額返還金充当分（令和3年5定）　　　▲26,713,000円
　前期高齢者交付金等精算分　　　　　　　　　▲29,317,000円
　財政安定化基金積立分（H30道取崩分） 　　　▲15,788,000円
　財政安定化基金積立分（R1道取崩分）        ▲15,158,000円
　保健事業拡大分　   　　　　　　　　　　　　▲6,422,000円
　保険料激変緩和分　　　　　　　　　　　　  ▲50,000,000円
　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ▲143,398,000円

【想定】
令和5年度末
（令和6年3月）

繰入金（想定）
　前期高齢者交付金等精算分　　　　　　　　▲29,317,000円
　財政安定化基金積立分（R1道取崩分）　　　▲15,158,000円
　保健事業拡大分　   　　　　　　　　　　　▲7,000,000円
　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ▲51,475,000円
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（単位：千円）

Ａ－Ｂ Ａ／Ｂ

（％）

1 総務費 382,690 380,843 1,847 0.48 職員給与費　　172,009→174,536（＋2,527）

2 保険給付費 10,566,545 10,308,400 258,145 2.50
一人当たり費用額　　　　509,787円→540,294円（＋5.9％）
（一般療養給付費）
被保数　　　　　　　　　 23,310人→22,391人（▲3.9％）

3 国保事業費納付金 2,723,325 2,754,724 ▲ 31,399 ▲ 1.14
医療分  　2,067,063→2,051,584（▲15,479）
支援分  　　551,029→  531,264（▲19,765）
介護分　  　136,632→  140,477 （＋3,845）

4 共同事業拠出金 5 5 0 0.00

5 財政安定化基金拠出金 0 3

6 基金積立金 108 134 ▲ 26 ▲ 19.40 利子

7 諸支出金 34,213 7,500 26,713 356.17
償還金及び還付加算金　7,500
超過交付額返還金（R2コロナ減免：特別交付金分　26,713）

8 予備費 1,000 1,000 0 0.00

13,707,886 13,452,609 255,277 1.90

（単位：千円）

Ａ－Ｂ Ａ／Ｂ

（％）

1 国民健康保険料 1,675,557 1,680,369 ▲ 4,812 ▲ 0.29

2 道支出金 10,763,733 10,474,081 289,652 2.77

普通交付金　　　　　　　　10,308,100→　10,566,325（＋258,225）
特別交付金（努力支援分）　　　55,107→　　　54,585    （▲522）
　　　　　（旧国調交）　      22,610→  　　65,220 （＋42,610）
　　　　　（旧道調交）　      65,603→    　67,309  （＋1,706）
　　　　　（特定健診）　    　22,661→    　10,294 （▲12,367）

3 財産収入 108 134 ▲ 26 ▲ 19.40

4 繰入金 1,263,488 1,293,005 ▲ 29,517 ▲ 2.28

保険基盤　　　　　　　 　　　476,700→  　473,400  （▲3,300）
　〃　（保険者支援）　 　　　244,296→  　231,640 （▲12,656）
財政安定化支援事業分　 　　　184,240→  　189,451  （＋5,211）
出産育児一時金等　　　　 　　 13,160→   　15,400  （＋2,240）
事務費分　　　　　　　　　　 207,184→  　207,606 　 （＋422）
未就学児均等割軽減分　　　　　　　 0→　　　2,593　（＋2,593）
小　計　　　　　　　　　　 1,125,580→  1,120,090  （▲5,490）

★基金繰入
　 超過交付額返還分（R2コロナ減免）　 0→　26,713 （＋26,713）
　 前期高齢者交付金等精算分　　　29,317→　29,317      （±0）
　 財政安定化基金積立金（H30分） 16,075→　15,788    （▲287）
　 財政安定化基金積立金（R1分）  15,433→　15,158 　 （▲275）
　 保健事業費分           　      6,600→　 6,422  　（▲178）
　 保険料激変緩和分　　　　　　 100,000→  50,000 （▲50,000）
　 小　計　　　          　  　 167,425→ 143,398 （▲24,027）

　　※R3年度は収支不足分37,356基金繰入（5定補正）

5 繰越金 0 0 0 0.00

6 諸収入 5,000 5,020 ▲ 20 ▲ 0.40 第三者納付金、返納金、滞納延滞金

13,707,886 13,452,609 255,277 1.90

令和４年度当初予算  国保特別会計予算内訳（給付費＋事務費)　
令和4年1月31日現在

区分 款
R4当初
予算 Ａ

R3当初
予算 B

増　減

説　　　　　　　明

増　減

説　　　　　　　明

歳入

計

歳出

計

区分 款
R4当初
予算 Ａ

R3当初
予算 B
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小樽市国民健康保険条例の一部を改正する条例案の概要 

 

１ 改正要旨 

  北海道国民健康保険運営方針（令和２年１２月改定）にて令和１２年度を目途

として道内全市町村の保険料率の統一（標準保険料率）を目指すこととされてい

るため、当市においても保険料率の算定の際に使用する保険料賦課割合を標準保

険料率賦課割合に近づけるとともに、国民健康保険法施行令の一部改正が令和４

年４月１日に施行される予定（２月下旬に公布予定）であることに伴い、保険料

の賦課限度額を法定限度額に合わせる改定を行うもの 

 

２ 改正内容 

 ⑴ 保険料賦課割合の変更（第１６条第１項、第１６条の６の５第１項及び第１

６条の１１第１項） 

   北海道国民健康保険運営方針（令和２年１２月改定）では令和１２年度を目

途として全道統一的な保険料率（標準保険料率）を目指すこととされているが、

当市の保険料賦課割合は、道から示される標準保険料率の賦課割合と比較し応

能割に占める割合が高く、他市町村よりも高所得層及び中間所得層の保険料負

担が大きくなっている。 

   高所得層及び中間所得層の負担を軽減させ、標準保険料率に近づけるため、

一般被保険者に係る基礎賦課総額、一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦

課総額及び介護納付金賦課総額に対する保険料賦課割合を改定する。 

 現行 改正後 
標準保険料率賦課割合 

（※目標値） 

応能割（所得割） 47 45 36 

応益割 

  均等割 

    + 

  平等割 

53 

31 

+ 

22 

55 

32 

+ 

23 

64 

37 

+ 

27 

  ※ 令和１２年度に向けて標準保険料率に段階的に近づけていく予定（２年度目／９

年度） 

 

 ⑵ 基礎賦課限度額及び後期高齢者支援金等賦課限度額の改定（第１６条の６及

び第１６条の６の１０） 

   国民健康保険法施行令において定められている法定限度額に合わせるため、

基礎分については６３万円から６５万円へ２万円の引上げを、後期高齢者支援

金等分については１９万円から２０万円へ１万円の引上げを行う。 

資料③ 



 

2 

 

 

 改正前 改正後 ４年度法定額 

基礎分 ６３万円 ６５万円 ６５万円 

後期高齢者支援金等分 １９万円 ２０万円 ２０万円 

介護納付金分 １７万円 １７万円 １７万円 

 

３ 施行期日 

  令和４年４月１日 
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小樽市国民健康保険条例新旧対照表 

改  正  後 改  正  前 

最近改正 令和３年12月22日条例第39号 全部改正 昭和34年３月24日条例第10号 

  

 （一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率）  （一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率） 

第１６条 一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率

は、次のとおりとする。 

第１６条 一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率

は、次のとおりとする。 

 ⑴ 所得割 一般被保険者に係る基礎賦課総額の１０

０分の４５に相当する額を一般被保険者に係る基礎

控除後の総所得金額等の総額で除して得た数 

 ⑴ 所得割 一般被保険者に係る基礎賦課総額の１０

０分の４７に相当する額を一般被保険者に係る基礎

控除後の総所得金額等の総額で除して得た数 

 ⑵ 被保険者均等割 一般被保険者に係る基礎賦課総

額の１００分の３２に相当する額を当該年度の前年

度及びその直前の２か年度の各年度における一般被

保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額 

 ⑵ 被保険者均等割 一般被保険者に係る基礎賦課総

額の１００分の３１に相当する額を当該年度の前年

度及びその直前の２か年度の各年度における一般被

保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額 

 ⑶ 世帯別平等割 アからウまでに掲げる世帯の区分

に応じ、それぞれアからウまでに定めるところによ

り算定した額 

 ⑶ 世帯別平等割 アからウまでに掲げる世帯の区分

に応じ、それぞれアからウまでに定めるところによ

り算定した額 

  ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯 一般被保険

者に係る基礎賦課総額の１００分の２３に相当す

る額を当該年度の前年度及びその直前の２か年度

の各年度における一般被保険者が属する世帯の数

等を勘案して算定した数から特定同一世帯所属者

（法第６条第８号に該当したことにより被保険者

の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失し

た日の前日以後継続して同一の世帯に属する者を

いう。以下同じ。）と同一の世帯に属する一般被

保険者が属する世帯であって同日の属する月（以

下「特定月」という。）以後５年を経過する月ま

での間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がい

ない場合に限る。以下「特定世帯」という。）の

数に２分の１を乗じて得た数と特定同一世帯所属

者と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世

帯であって特定月以後５年を経過する月の翌月か

ら特定月以後８年を経過する月までの間にあるも

の（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。

以下「特定継続世帯」という。）の数に４分の１

を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得

た額 

  ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯 一般被保険

者に係る基礎賦課総額の１００分の２２に相当す

る額を当該年度の前年度及びその直前の２か年度

の各年度における一般被保険者が属する世帯の数

等を勘案して算定した数から特定同一世帯所属者

（法第６条第８号に該当したことにより被保険者

の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失し

た日の前日以後継続して同一の世帯に属する者を

いう。以下同じ。）と同一の世帯に属する一般被

保険者が属する世帯であって同日の属する月（以

下「特定月」という。）以後５年を経過する月ま

での間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がい

ない場合に限る。以下「特定世帯」という。）の

数に２分の１を乗じて得た数と特定同一世帯所属

者と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世

帯であって特定月以後５年を経過する月の翌月か

ら特定月以後８年を経過する月までの間にあるも

の（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。

以下「特定継続世帯」という。）の数に４分の１

を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得

た額 

  イ 特定世帯 アに定めるところにより算定した額

に２分の１を乗じて得た額 

  イ 特定世帯 アに定めるところにより算定した額

に２分の１を乗じて得た額 

  ウ 特定継続世帯 アに定めるところにより算定し

た額に４分の３を乗じて得た額 

  ウ 特定継続世帯 アに定めるところにより算定し

た額に４分の３を乗じて得た額 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

 （基礎賦課限度額）  （基礎賦課限度額） 

第１６条の６ 第１３条又は第１６条の２の基礎賦課額

（一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属す

る場合には、第１３条の基礎賦課額と第１６条の２の

基礎賦課額との合算額をいう。第２０条及び第２１条

第１項において同じ。）は、６５万円を超えることが

第１６条の６ 第１３条又は第１６条の２の基礎賦課額

（一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属す

る場合には、第１３条の基礎賦課額と第１６条の２の

基礎賦課額との合算額をいう。第２０条及び第２１条

第１項において同じ。）は、６３万円を超えることが
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できない。 できない。 

  

 （一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保

険料率） 

 （一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保

険料率） 

第１６条の６の５ 一般被保険者に係る後期高齢者支

援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。 

第１６条の６の５ 一般被保険者に係る後期高齢者支

援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。 

 ⑴ 所得割 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等

賦課総額の１００分の４５に相当する額を一般被保

険者に係る基礎控除後の総所得金額等の総額で除し

て得た数 

 ⑴ 所得割 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等

賦課総額の１００分の４７に相当する額を一般被保

険者に係る基礎控除後の総所得金額等の総額で除し

て得た数 

 ⑵ 被保険者均等割 一般被保険者に係る後期高齢者

支援金等賦課総額の１００分の３２に相当する額を

当該年度の前年度及びその直前の２か年度の各年度

における一般被保険者の数等を勘案して算定した数

で除して得た額 

 ⑵ 被保険者均等割 一般被保険者に係る後期高齢者

支援金等賦課総額の１００分の３１に相当する額を

当該年度の前年度及びその直前の２か年度の各年度

における一般被保険者の数等を勘案して算定した数

で除して得た額 

 ⑶ 世帯別平等割 アからウまでに掲げる世帯の区分

に応じ、それぞれアからウまでに定めるところによ

り算定した額 

 ⑶ 世帯別平等割 アからウまでに掲げる世帯の区分

に応じ、それぞれアからウまでに定めるところによ

り算定した額 

  ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯 一般被保険

者に係る後期高齢者支援金等賦課総額の１００分

の２３に相当する額を当該年度の前年度及びその

直前の２か年度の各年度における一般被保険者が

属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定

世帯の数に２分の１を乗じて得た数と特定継続世

帯の数に４分の１を乗じて得た数の合計数を控除

した数で除して得た額 

  ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯 一般被保険

者に係る後期高齢者支援金等賦課総額の１００分

の２２に相当する額を当該年度の前年度及びその

直前の２か年度の各年度における一般被保険者が

属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定

世帯の数に２分の１を乗じて得た数と特定継続世

帯の数に４分の１を乗じて得た数の合計数を控除

した数で除して得た額 

  イ 特定世帯 アに定めるところにより算定した額

に２分の１を乗じて得た額 

  イ 特定世帯 アに定めるところにより算定した額

に２分の１を乗じて得た額 

  ウ 特定継続世帯 アに定めるところにより算定し

た額に４分の３を乗じて得た額 

  ウ 特定継続世帯 アに定めるところにより算定し

た額に４分の３を乗じて得た額 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

 （後期高齢者支援金等賦課限度額）  （後期高齢者支援金等賦課限度額） 

第１６条の６の１０ 第１６条の６の３又は第１６条

の６の６の後期高齢者支援金等賦課額（一般被保険者

と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、第

１６条の６の３の後期高齢者支援金等賦課額と第１

６条の６の６の後期高齢者支援金等賦課額との合算

額をいう。第２０条及び第２１条第４項において読み

替えて準用する同条第１項において同じ。）は、２０

万円を超えることができない。 

第１６条の６の１０ 第１６条の６の３又は第１６条

の６の６の後期高齢者支援金等賦課額（一般被保険者

と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、第

１６条の６の３の後期高齢者支援金等賦課額と第１

６条の６の６の後期高齢者支援金等賦課額との合算

額をいう。第２０条及び第２１条第４項において読み

替えて準用する同条第１項において同じ。）は、１９

万円を超えることができない。 

  

 （介護納付金賦課額の保険料率）  （介護納付金賦課額の保険料率） 

第１６条の１１ 介護納付金賦課額の保険料率は、次の

とおりとする。 

第１６条の１１ 介護納付金賦課額の保険料率は、次の

とおりとする。 

 ⑴ 所得割 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付

金賦課総額の１００分の４５に相当する額を介護納

付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等

の総額で除して得た数 

 ⑴ 所得割 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付

金賦課総額の１００分の４７に相当する額を介護納

付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等

の総額で除して得た数 

 ⑵ 被保険者均等割 介護納付金賦課被保険者に係る

介護納付金賦課総額の１００分の３２に相当する額

 ⑵ 被保険者均等割 介護納付金賦課被保険者に係る

介護納付金賦課総額の１００分の３１に相当する額
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を当該年度の前年度及びその直前の２か年度の各年

度における介護納付金賦課被保険者の数等を勘案し

て算定した数で除して得た額 

を当該年度の前年度及びその直前の２か年度の各年

度における介護納付金賦課被保険者の数等を勘案し

て算定した数で除して得た額 

 ⑶ 世帯別平等割 介護納付金賦課被保険者に係る介

護納付金賦課総額の１００分の２３に相当する額を

当該年度の前年度及びその直前の２か年度の各年度

における介護納付金賦課被保険者の属する世帯の数

等を勘案して算定した数で除して得た額 

 ⑶ 世帯別平等割 介護納付金賦課被保険者に係る介

護納付金賦課総額の１００分の２２に相当する額を

当該年度の前年度及びその直前の２か年度の各年度

における介護納付金賦課被保険者の属する世帯の数

等を勘案して算定した数で除して得た額 

２・３ （略） ２・３ （略） 
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